
本年４月１日から電話による手続案内の対応庁が変わります！！ 

現在は、本ページのとおり案内させていただいていますが、本年４月１日から

以下のとおり変更します。 

 

電話による手続案内の予約番号 

【現在】 

対応法務局 予約電話番号 対応法務局 予約電話番号 

不動産登記部門 025-226-0951 法人登記部門 025-226-0955 

長岡支局 0258-33-5511 三条支局 0256-33-1346 

新発田支局 0254-24-7101 新津支局 0250-22-0501 

上越支局 025-525-4181   

 

【４月１日以降】 

対応法務局 予約電話番号 対応法務局 予約電話番号 

不動産登記部門 025-226-0951 法人登記部門 025-226-0955 

長岡支局 0258-33-5511 三条支局 0256-33-1346 

柏崎支局 0257-23-5226 新津支局 0250-22-0501 

上越支局 025-525-4181   

 

※上記以外の法務局では電話による手続案内は行っておりませんので、以下の

対応法務局からご案内します。 

【現在】 

未応法務局 電話による手続案内対応法務局 予約電話番号 

佐渡支局 不動産登記部門 025-226-0951 

柏崎支局・南魚沼支局 長岡支局 0258-33-5511 

村上支局 新津支局 0250-22-0501 

十日町支局・糸魚川支局 上越支局 025-525-4181 

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00202.html


【４月１日以降】 

未応法務局 電話による手続案内対応法務局 予約電話番号 

新発田支局・村上支局・佐渡支局 不動産登記部門 025-226-0951 

十日町支局 柏崎支局 0257-23-5226 

糸魚川支局・南魚沼支局 上越支局 025-525-4181 

 


